
 
埼玉県よろず支援拠点事業における事務業務等に係る労働者派遣業務に関する 

公募型プロポーザル実施要領 
 
１ 目的 
   埼玉県よろず支援拠点事業における事務業務等に係る労働者派遣について、労働者派遣事業者か

らのプロポーザル（企画提案）により、派遣元事業主の業務遂行能力や派遣料金等を総合的に審査し、

最も適格な労働者派遣事業者を選定する。 
 

２ 企画提案書の提出を求める事項 
（１）企画提案書の提出を求める業務の名称 
    埼玉県よろず支援拠点事業における事務業務等に係る労働者派遣業務 
（２）業務場所 
    公益財団法人埼玉県産業振興公社 

（埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ソニックシティビル 10 階 他）  
（３）派遣期間 
    令和８年１月５日から令和１０年３月３１日まで 

ただし、公益財団法人埼玉県産業振興公社は、上記派遣期間にかかわらず、令和８年度以降の 
「埼玉県よろず支援拠点事業」の予算金額について減額又は受託できなかった場合、派遣期間及

び派遣人数を変更もしくは当該契約は解除できる。 
（４）業務内容 
    別紙「埼玉県よろず支援拠点事業における事務業務等に係る労働者派遣業務 仕様書」のとお

り 
 

３ 企画提案書を提出する者に必要な資格 

  企画提案書を提出することのできる者は、（１）～（８）までに掲げる条件をすべて満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でないこと。 

（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号。以下「財務規則」という。）第９１条、埼

玉県公営企業財務規程（昭和３９年公営企業管理規程第５号。以下「公営企業財務規程」という。）

第１２０条及び埼玉県流域下水道事業財務規程（平成２２年流域下水道事業管理規程第１７号。

以下「流域下水道事業財務規程」という。）第１６８条の規定により、埼玉県の一般競争入札に

参加させないこととされた者ではないこと。 

（３）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３

１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 

（４）提案書の提出期限までに、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付け

入審第９７号）に基づく入札参加除外措置を受けている者でないこと。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１

６年法律第７５号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）

の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。 

（６）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第

８８号）により、労働者派遣事業の許可を受けている者であること。 



 
（７）法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

（８）個人情報の保護や業務上知り得た秘密の漏洩防止に関して、一般財団法人日本情報経済社会推

進協会によるプライバシーマーク制度の認定等、第三者機関の認証を受けている者であること。 

 
４ 応募方法 
（１）提出書類 
  ア 応募申込書（様式第１号） ※申込者欄は本社の住所、社名、代表取締役としてください 
  イ 企画提案書（様式第２号） ※自社制作のリーフレットなど資料を添付しても構いません 
  ウ 一般労働者派遣事業許可証の写し又は受理された旨が記載された特定派遣労働者事業届出書

の写し/労働者派遣事業許可証の写し 
エ 会社概要（会社案内、パンフレット等） 
オ 個人情報の保護や業務上知り得た秘密の漏洩防止に関して、一般財団法人日本情報経済社会推

進協会によるプライバシーマーク制度の認定等、第三者機関の認証を受けていることを証明す

るもの（認定証等）の写し 

カ 欠格に該当しない旨の誓約書（様式第３号） 

（２）提出方法 
   上記「提出書類」の電子データを以下のとおり提出すること。 

 ア 提出は電子メールに送信すること。提出先は、「９ 問い合わせ及び応募書類の提出先」参照。 
 イ ファイル形式は原則として PDF 形式とし、ZIP ファイルにまとめること。 
ウ データ容量が大きく、メールでの提出が難しい場合には公社に事前に相談すること。 

（３）提出期限 
   令和７年１１月２７日（木）１７：００（必着） 

※提出後における応募書類の追加及び変更は認めない（ただし、公社の指示による場合は除く）。 
   
５ 公募型プロポーザルに関する質問 
  質問は、「事務業務等に係る労働者派遣に関する公募型プロポーザルについての質問票（様式第４

号）」により、令和７年１１月１３日（木）正午までに、電子メールにて問い合わせすること。送信

先は、「９ 問い合わせ及び応募書類の提出先」参照。 
  質問に対する回答は、質問を行った事業者名を伏せた上で、令和７年１１月１９日（水）までに、

質問者及び参加予定者に対し E-mail により通知する。なお、電話による質問には、軽易なものを除

き応じない。 
 
６ 契約先候補者の決定方法 
  提出された企画提案書及びその他提出書類に基づき、個人情報保護体制や派遣料金、労働者の事故

等に備えた対応及びトラブル発生時の対応等を総合的に審査し、総合点が最も高かった提案者を契約

先候補者（以下「候補者」という。）に決定する。 
派遣料金については、可能な限り算定根拠を示すこと。 
審査の結果は、令和７年１２月上旬ごろ、提案者全員に対して E-mail で通知する。 

 
 



 
７ 契約の相手方の決定方法 
  候補者と業務履行に必要な具体的な協議を行い、協議が整った場合は、候補者から改めて見積書を

徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契約による労働者派遣契約を締結する。    
なお、候補者の辞退や協議が整わない場合及び当該候補者が労働者派遣契約を締結するまでの間に、

３に定める条件に該当しなくなった場合は、当該候補者に対してその資格を取り消す旨の通知をした

後、総合点が２番目に高かった者を新たに候補者とし、改めて協議を行う。 
 
８ その他 
（１）提出書類は返却しないものとする。 
（２）提案のための費用は、提案者の負担とする。 
（３）契約の相手方は、契約金額に、契約保証金の率（１００分の１０以上）を乗じた額を納付するも

のとする。ただし、以下に該当する場合は、免除できる。その場合は、公益財団法人埼玉県産業振

興公社（以下「公社」という）と調整の上指定された書類を提出すること。   
  ア 保険会社との間に公社を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券が提出さ

れたとき。 
イ 過去２年間に国（独立行政法人及び国立大学法人を含む。）又は地方公共団体（地方独立行

政法人を含む。）又は公社又は公社と類似の事業を営む一般財団法人若しくは公益財団法人と同

じ種類・規模の契約を１回以上締結しこれらすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき 
 

なお、上記契約金額とは、派遣期間（令和７年度～令和９年度）において次の計算式で求めた額

の合計額をいう。 
  (契約時間単価×７（就業時間）×５４２日（総就業日）×（派遣人数）×１１０／１００（１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。） 
※派遣人数については、仕様書に記載の最大派遣人数にて算出する。 

（４）本事業には別途予定価格が定められており、「埼玉県よろず支援拠点事業における事務業務等に

係る労働者派遣に関する企画提案書」（様式第２号）に記載される「派遣料金」が予定価格以内で

ある場合に、審査への参加及び契約を可能とする。「派遣料金」が予定価格を超える場合は審査を

行わない。 
（５）提出書類に虚偽の記載がある場合は、失格とする。 
（６）この公募型プロポーザルに係る一連の手続き及び契約等に関する手続において使用する言語及び

通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 
 
９ 問い合わせ及び応募書類の提出先 

公益財団法人埼玉県産業振興公社 経営支援部 経営支援グループ（担当：岡本） 
〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル 10 階 

  ＴＥＬ ０４８―６４７―４０８５ 
  E-mail  desksaiyo@saitama-j.or.jp 
 


